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事業承継税制の概要 
 

事業承継税制は、中小企業の円滑な事業承継

を支援する制度です。非上場会社の株式を対象

とし、相続税や贈与税の納税猶予を受けること

ができます。これにより、後継者の税負担が軽

減され、事業承継を進めやすくなります。 

法人版の事業承継税制の特例措置は、令和９

年（2027 年）12 月までの期間限定で適用さ

れます。一般措置に比べて優遇されており、納

税猶予の割合は 100%となります。 

対象となる株式の範囲も広がり、全株式が適

用対象となっています。 

制度の適用を受けるには、令和８年（2026

年）３月 31 日までに特例承継計画を都道府県

へ提出しなければなりません。この提出がなけ

れば、特例措置を利用できません。 

適用要件として、経営承継円滑化法の認定を

受けることが求められます。 

また、後継者が代表権を持ち、承継後も経営

を継続しなければなりません。さらに、５年間

の平均で雇用の８割以上を維持することが必

要です。 

特例制度の適用を受ける際には、最大３人ま

での後継者が対象となります。ただし、贈与の

期限である令和９年 12 月が迫っているため、

事業承継計画を早めに立てることが重要です。 

 

期限が迫る事業承継税制の適用と対応 
 

事業承継税制の適用を検討する企業は、適用

期限が来れば、特例措置が終了してしまうこと

を認識しなければいけません。特例承継計画の

提出期限は令和８年（2026 年）３月 31 日に

設定されており、それまでに必要な準備を進め

る必要があります。提出期限に間に合わせるた

めには、後継者の決定と事業承継計画の立案を

今すぐ行うことが求められます。 

令和７年（2025 年）の税制改正により、特

例承継計画の提出時点ではなく、贈与や相続の

時点で後継者が役員に就任していれば適用が

可能になりました。 

この変更により、事業承継計画の柔軟性が高

まり、期限直前まで後継者の選定を遅らせるこ

とができるようになりました。ただし、贈与や

相続の時点では役員であることが求められ、代

表権の保有要件は引き続き維持されます。 

これまでと同様に、事業承継税制の適用を受

ける企業には継続的な報告義務があります。 

適用を受けた後も、定期的に報告を行い、制

度の要件を満たしていることを証明しなけれ

ばなりません。これを怠ると、確定事由が発生

し、猶予されていた税額の納税義務が生じるた

め、注意が必要です。 

この制度は令和９年 12月までの期間限定措

事業承継 

経営者の相続における 

事業承継税制の活用戦略 

 

 
 

事業承継は経営者にとって重要な課題です。今回は、事業承継税制の活用法を解説し

ます。適用期限が迫っているため、今すぐ着手しなければいけません。 



 

 

置であるため、適用を希望する法人の経営者は

早めの準備が不可欠です。特に、持株会社を活

用する場合は、組織再編を行うこともあり、会

社法の手続きに必要な期間を考慮しながら慎

重に進めることが求められます。 

 

持株会社に対する事業承継税制の適用 
 

法人版事業承継税制は、事業会社だけでなく

持株会社にも適用されます。 

持株会社とは、他の企業を支配する目的で株

式を保有する会社のことです。事業活動を行わ

ないため、適用要件に関して特有の留意点があ

ります。 

持株会社の株式を贈与や相続により承継す

る場合、対象となるのは持株会社の株式のみで

す。複数の事業会社の株式を直接承継する場合

とは異なり、手続き上の負担は軽減されますが、

持株会社の株式に対して経営承継円滑化法の

認定手続きが必要となります。 

持株会社は、非上場株式を多く保有するため、

株式等保有特定会社に該当する可能性が高く

なります。この場合、純資産価額で評価される

ため、後継者が贈与を受ける際の贈与税の課税

価格が高くなる可能性があります。 

しかし、事業承継税制の適用を受けることで、

贈与税は全額猶予されるため、税負担が発生す

ることはありません。ただし、確定事由が発生

した場合には、猶予されていた税額の納税義務

が生じる点に注意が必要です。 

また、持株会社の株式を第三者に譲渡すると、

その持株会社が保有するすべての子会社の株

式も確定事由に該当し、猶予されていた税額の

納税義務が発生します。 

複数の事業会社を所有している場合、譲渡す

る会社と譲渡しない会社を選択することがで

きなくなるため、慎重な対応が求められます。 

特例措置の期限内であれば、最大３人までの

後継者に対する贈与が可能です。しかし、特例

措置が終了して一般措置に移行すると、後継者

は１人に限定されることになります。 

それゆえ、持株会社に２人以上の後継者がい

る場合、将来的な事業承継の計画を十分に考慮

する必要があります。 

持株会社が資産保有特定会社や資産運用特

定会社に該当する場合、事業承継税制の適用を

受けることができません。資産保有特定会社の

判定においては、特定資産（現金、預金、有価

証券、ゴルフ会員権など）が総資産の 70%以

上を占める場合に該当します。 

この点、持株会社が保有する子会社のうち、

事業実態が認められる「特定特別関係会社」の

株式は特定資産から除外され、総資産にも算入

されません。そのため、子会社株式の評価額は、

資産保有特定会社の判定において重要な要素

となります。 

特定特別関係会社の事業実態の判定基準と

して、①総収入金額が 1,000 万円以上である

こと、②常時使用従業員数が５人以上であるこ

とが求められます。 

したがって、事業実態のない純粋持株会社で

あっても、子会社株式が特定資産に該当しない

場合、事業承継税制の適用を受けることが可能

です。 

後継者が承継する際には、持株会社の代表者

となることが必要ですが、可能であれば子会社

の代表者となることが望ましいでしょう。 

持株会社の経営が安定し、子会社の事業運営

にも深く関与することで、事業承継税制の適用

をより確実に受けることができます。 

（著者 公認会計士/税理士 岸田康雄）  



 

 

 

 

 

■特別縁故者とは？ 

特別縁故者とは簡単にいうと、亡くなった

被相続人と特別親しい人のことを言います。 

民法では、以下とされています。 
 

①被相続人と生計を同じくしていた者 

②被相続人の療養看護に努めた者 

③その他被相続人と特別の縁故があった者 
 

過去の判例で認められたパターンとして、 

①は、内縁の妻、血縁関係の無い養親、先妻・

先夫またはその子、子の妻または夫など。 

②は、近所の人で世話や葬儀を行った者、看

護師で報酬以上の働きをした者(通常の業務の

範囲での療養看護では認められません)など。 

③は、生計を一にせず、療養看護に努めては

いないが、被相続人の特別な信頼を受けてい

た者や、被相続人の身元引受人となっていた

者、精神的な拠り所となっていた者などが認

められたことがあります。 

ただ、上記のような例に近いことを行って

いたとしても、必ず特別縁故者になれる訳で

はなく、家庭裁判所に申し立てを行い、その決

定を受ける必要があります。 
 

■特別縁故者が財産を相続されるまで 

被相続人が死亡してから特別縁故者が相続

財産を相続するまでの流れは、以下の通りと

なります。 
 

①相続財産管理人の申し立て 

相続財産管理人とは、被相続人の財産及び債

務を管理する役割を担う者で、家庭裁判所に申

し立てをして選任を受ける必要があります。 

②官報公告による相続人調査 

上記の相続財産管理人の選定後、官報により

公告され法定相続人の捜索が行われます。官報

公告後６か月以内に法定相続人が見つかった場

合は、特別縁故者に相続は行われず、その法定相

続人が相続財産を相続することになります。 
 

③被相続人の債務の支払・受遺者への遺贈 

上記の官報公告から２か月以内に法定相続人

が見つからない場合は、債権者や受遺者に対し

て公告をします。 

債権者や受遺者から請求があった場合は相続

財産管理人がこれらの清算をおこないます。 
 

④相続人の不存在の確定 

②の公告から６か月経過した場合に相続人の

不存在が確定されます。 
 

⑤財産分与の申し立て 

④の確定後 3 か月以内に家庭裁判所に特別縁

故者に対する相続財産分与の申し立てます。こ

の申し立て後、特別縁故者と認められれば、被相

続人の相続財産を相続されることになります。 
 

■遺言書で確実に財産を渡すことができる 

より確実な方法として遺言書作成という方

法があります。遺言者による遺贈であれば、仮

に法定相続人がいたとしても、遺言書に記載

されているものは確実にお世話になった方へ、

相続財産を渡せます（法定相続人の遺留分を

除きます）。生前に作成する必要がありますが、

お世話になった方に財産を残したいというの

であれば、感謝の気持ちも込めて遺言書の作

成を行ってみてはいかがでしょうか。  
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相続 Q&A 

相続人がいなく､お世話になった方に財産を渡したい時は？ 

ある一定の要件を満たす「特別縁故者」 
であれば被相続人の財産を相続できます。 


